
　呉市物品会計規則により，毎年1回，備品の使用状況等の検査をしなければならないことに
なっています。
　保有する備品の保管場所（移動）や状態（破損の有無）を確認しましょう。

蒲刈共同事務センター

令和４年９月

備 品 に つ い て

呉市物品会計規則（抜粋）

（物品管理者の検査）
第３１条 物品管理者は，毎年１回以上所属職員の物品の使用状況並び
に物品出納員及び物品分任出納員の事務処理について，次に掲げる検査をし
なければならない。
(1) 出納簿の適否
(2) 物品の使用状況
(3) 帳簿等と実数量との照合

※ 小中学校では

物品管理者・・・学校長

物品出納員・・・教頭

☆カード（一覧）と現物を照合します☆
備品にはそれぞれ“備品シール”が貼ってあります。

・備品の分類/品名番号

・備品の品名

・備品の状況 廃棄が必要 〔桃色のﾌｾﾝ〕

修繕が必要 〔水色のﾌｾﾝ〕

保管場所が不明 など

状態について付箋に記入してカードに貼ってください。
※備品に附属品がある場合は一緒に点検してくだ
さい。

【 備品カード 】
☆備品の保管場所を備考欄へ鉛筆書きする。
☆日付R4.4.1を記入して，教科担当の㊞を押印する。

☆枚数を確認してカードを返却する。

○点検作業の内容○

☆備品カードと一覧を配布します☆
※カードをなくさないように注意！！
枚数を確認しておいてください。



　実施期間や担当（分担）は，各学校でお知らせします。
その際は，ご協力お願いします。

理振備品シール

○照合のポイント○

管理備品シール

教材備品シール

管理備品は，
整理番号（呉市備品番号）と照合
してください。


